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職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号 

 
 
 

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
医
療
職
給
料
表
㈢
の
項
２
中
「
生
活
こ
ど
も
部
児
童
福
祉
・
青
少
年
課
」
を
「
生
活
こ

ど
も
部
児
童
福
祉
課
」
に
改
め
、
同
項
４
中
「
女
性
相
談
所
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に

改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号 

 
 
 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
女
性
相
談
所
の
項
中
「
女
性
相
談
所
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

「
課
長
（
秘
書
課
、
人
事
課
及
び
財
政 

 

別
表
第
三
の
う
ち
一
知
事
の
事
務
部
局
の
表
県
庁
の
項
中 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

主
監
（
秘
書
課
の
主
監
に
限
る
。
） 

  

課
の
課
長
に
限
る
。
） 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を
「
課
長
（
秘
書
課
、
人
事
課
及
び
財
政
課
の
課
長
に
限
る
。
）
」
に
、 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 
   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

「
課
長
（
主
管
課
、 

「
課
長
（
主
管
課
、
秘
書
課
、
人
事
課
及
び
財
政
課
の
課
長
を
除
く
。
）
」
を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

主
監
（
秘
書
課
の 

  

秘
書
課
、
人
事
課
及
び
財
政
課
の
課
長
を
除
く
。
） 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

に
改
め
、
同
表
地
域
機
関
及
び
専
門
機
関
の 

主
監
に
限
る
。
） 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 
 

項
中
「
太
田
土
木
事
務
所
長
、
東
京
事
務
所
長
」
を
「
太
田
土
木
事
務
所
長
」
に
、
「
女
性
相
談
所

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
、
農
業
事
務
所
」
を
「
農
業
事
務
所
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

   

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号 

 
 
 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
四
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
人
事
管
理
上
特
に
必
要
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
場
合 

第
十
七
条
第
三
号
中
「
に
四
人
を
加
え
た
数
」
を
削
る
。 

第
二
十
二
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
登
載
さ
れ
た
候
補
者
の
数
」
を

「
有
効
期
間
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

人
事
委
員
会
は
、
名
簿
の
有
効
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
名
簿
に

つ
い
て
定
め
ら
れ
た
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
名
簿
は
失
効
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
三
条
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
前
条
第
三
項
後
段
又
は
第
二
十
七
条
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
中
「
、
任
命
権
者
」
を
「
又
は
任
命
権
者
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

五 

採
用
を
辞
退
し
た
場
合
（
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
人
事
委
員
会
が
当
該
採
用
候
補
者

の
提
示
を
延
期
し
た
と
き
を
除
く
。
） 

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
」
を
「
前
項
（
第
一

号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
候
補
者
を
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同
項

第
二
号
と
す
る
。 

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
、
辞
退
の
事
由
及

び
期
間
、
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
附
記
し
て
書
面
を
も
つ
て
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ

ば
」
を
「
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
届

出
を
受
理
し
た
」
を
「
申
出
を
受
け
た
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
三
条
中
「
届
出
の
送
付
」
を
「
通
知
」
に
改
め
る
。 

別
表
一
企
業
局
の
部
県
庁
の
項
中
「
主
監
」
を
「
主
監 

医
監
」
に
改
め
、
同
部
地
域
機
関
の
項

中
「
係
長 

管
理
総
合
事
務
所
高
浜
支
所
長
（
総
括
） 

管
理
総
合
事
務
所
高
浜
支
所
長
」
を
「
係

長
」
に
改
め
、
同
表
病
院
局
の
部
県
庁
の
項
中
「
看
護
主
監
」
を
「
看
護
主
監 

新
病
院
建
設
準
備

主
監
」
に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
部
事
務
局
の
項
及
び
教
育
機
関
（
県
立
学
校
及
び
市
町
村
立

学
校
を
除
く
。
）
の
項
中
「
主
任
指
導
主
事
（
総
括
） 

主
任
指
導
主
事
」
を
「
主
任
指
導
主
事

（
総
括
） 
主
任
指
導
主
事 

主
任
社
会
教
育
主
事
（
総
括
） 

主
任
社
会
教
育
主
事
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

■ 

人
事
委
員
会
規
則 
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２ 

こ
の
規
則
（
別
表
一
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
前
に
改
正
前
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る

規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
相
当
規
定
に

よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

    

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号 

 
 
 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
知
事
事
務
部
局
の
項
中
「
業
務
プ
ロ
セ
ス
改
革
課
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン
課
」
に
、
「
基
幹
シ
ス
テ
ム
係
長
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
基
盤
係
長
」
に
、
「
報
酬
・
旅
費
事
務

係
長
」
を
「
管
理
・
旅
費
事
務
係
長
」
に
、
「
女
性
相
談
所
の
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
、
衛
生
環
境
研

究
所
の
感
染
制
御
セ
ン
タ
ー
」
を
「
衛
生
環
境
研
究
所
の
感
染
制
御
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 
田 

 
 

均 
 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号 

 
 
 

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
（
平
成
元
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
職
員
採
用
試
験
（
社
会
人
経
験
者
）
の
項
中
「
教
養
試
験
及
び
専
門
試
験
（
高
等
学
校
卒
業

程
度
）
、
人
物
試
験
並
び
に
」
を
「
基
礎
能
力
試
験
、
書
類
審
査
、
人
物
試
験
及
び
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
職
員
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号 

 
 
 

群
馬
県
職
員
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
職
員
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
十
八
条
の
四
、
第
二
十
八
条
の
五
又
は
第
二
十
八
条
の
六
」
を

「
第
二
十
二
条
の
四
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
の
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
二
十
二
条
の
四
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
二
条
の
四
又
は
地

方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
す
る
。 

   
 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
実
施
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 
 

均 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
細
則
第
一
号 

 
 
 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
実
施
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
実
施
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
細
則
第
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

削
除 

 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
六
号
中
「 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

日
 
給

 
級
号
給

 

附
 

付
け

 

■ 

人
事
委
員
会
細
則 



 令和６年３月２９日（金）          群 馬 県 報           号 外 （第１２号） 

 

4 
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様
式
第
八
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                     

  
様
式
第
８
号
か
ら
様
式
第
１
０
号
ま
で

 
削
除
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附 

則 

 

こ
の
細
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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